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カソトの歴史哲学が批判哲学の体系の中でいか

なる位置をもつかについては，従来必ずしも十分

な検討がなされていなかった。それには幾つかの

理由があるが，他の分野に比して，歴史哲学の分

野にまとまった著作といえるものが乏しいことも

理由の一つである。しかし，われわれの探索次第

では，カソトの歴史哲学に関する思想を意外なと

ころから発掘することができるであろう。小品と

はいえ，カソトには社の歴史哲学の内容を窺うに

足りる十篇前操の論文がある〔11。これ‘らの論・文な

らびに三批判書の公刊の時期に関して在日すべき

事案がある。すなわち，問題の論文の約半数はそ

の公刊の時期が三批判書のそれとほぼ同じであ

り，残りの約半数の公刊はそれ以棟である。もと

より公刊の時期の一致は必ずしも執筆の時期の一

致を意味するものではないであろうが，如上の事

案は，批判哲学における歴史哲学の位置をわれ

われに或る程度示すものと思われる。例えばM．

デスブランドは，カソトにおいて批判哲学の結果

と歴史哲学との一致を認めようとしている脚。結

論的な事柄を先取するならば，カソトの歴史哲学

は，批判哲学の体系の中で，批判哲学の展開と同

時に形成されたとみられる。批判哲学は体系その

ものとその応用面を有する。歴史哲学は批判哲学

の応用面の一つと着なされる。われわれはこのこ

とを念亘酎こおきながら，以下で詳論を展開するこ

とにしよう。

いうまでもなく歴史哲学の対象は歴史である。

しかし　歴史の概念は必ずしも一義的ではない。

過去の出来事は客観的な事巽・〔Faktum〕として時

間的系列を成している。カントにあっては過去の

出来事が歴史の第一の意味である。このような歴

史はGe＄Chichteというにふさわしい。因に”Ge・

schichte餌　という語は，，geSChehen“に由来する。

われわれがここでいう歴史はあくまでも過去の出

来事である。それ故に，われわれに過去の出来事

が語られなければ，それはいかに事実であろうと

も，われわれに意味のないものである。過去の出

来事としての歴史は，われわれに語られて初めて

われわれに対して歴史の意味をもつものとなる。

それ故に過去の出来事に関する物語・叙述が歴史

の第二の意味でなければならないであろう。

第二の意味の歴史はしばしばHistorie〔history〕

という語で表される。Historie〔historF〕ほ一つの

StOry・であり，Geschichteの再構成において成り

立つ軸。このような歴史はロゴスとしての歴史で

ある。ロゴスとしての歴史は過去の単なる事案で

はない。それは過去の事案に対する一定の認識を

要求し　これを自己の構造契機とする。ここでい

う認識はもちろん「所与からの認識」〔仁曙期虎口

だ∬血山国である。約言すれば，過去の事案に対

する歴史的認識がロゴスとしての歴史である脚。

事案としての過去の出来事を再構成することは一

定の歴史観に基づく。それは歴史観に基づく史実

の解釈にはかならない。過去の出来事としての歴

史は解釈の過程を経て初めて意味のあるものとな

る。ところで，いかなる歴史観も過去の史実に無

縁のものではない。むしろ，それは過去の史実に

照らして形成されたものである。ところが，一

旦，歴史観が形成されると，それは連に史実に適

用され，史栗が解釈される。過去の事実としての

歴史と歴史観とは相互限定的である。

先にわれわれは，歴史哲学の対象は歴史である

といった。ところが，歴史学の対象も歴史であ

る。それでは，歴史哲学と歴史学とはいかなる点

で異なるのであろうか。歴史学においては史巽が

何よりも尊重されなければならない。この意味で

歴史学の方法は刑甜坤軸∫f∫r鳥ではなく，むしろ
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empirischである。ところで，カントにあっては

歴史を研究する目的は過去を理解することのみに

あるのではない。更にそれは，人類が未来に向っ

て歩むべき道を示すことにある。カントは実用的

人間学に満足することなく，更に規範的人間学を

目ざした。規範的人間学が対象とする人間は一つ

の理念（Idee）である。　カントにあってはこのよ

うに理念としての人間が求められるごとく，歴史

にも理念としての歴史が求められる。歴史は歴史

の理念である⑥。したがって歴史は個別的な出来

事の観察に要求される範疇ではない⑦。理念とし

ての歴史はもはや歴史学の対象ではない。それは

過去の経験的事実のみを対象とする歴史学を超え

ている。理念としての歴史は過去はもとよりのこ

と，現在・未来をも包括するものである。したが

ってこのような歴史はもはや経験的なものではあ

り得ない。それは歴史学の対象ではなくして，歴

史哲学の対象である。歴史学の方法がempirisch

であるとすれば，歴史哲学の方法はまさにmeta一

力hblsischであり，　teleologischである。

　以上で，われわれはカントにおける歴史の多義

性に検討を加えたが，カント自身は，歴史を論ず

る場合，その多義性の内容を必ずしも自覚的に明

らかにしていない。それ故にカントの歴史哲学は

その内容ガミー層複雑なものになっている。

〔2〕

　カントにあっては歴史哲学は目的論と切り離す

ことができない。哲学史の上で目的論といえば，

それは勝れて自然に関する目的論である。われわ

れはその典型をアリストテレスにみることができ

る。アリストテレスにあっては自然の目的論は自

然に関する一種の認識論であった。しかるに，カ

ントにあっては自然の目的論は自然の認識論では

なかった。すなわち，カントにあっては自然の目

的論は対象の認識の構成的原理ではなく，対象の

認識に全体的統一を与える統制的原理であった。

歴史の目的論に関しても事態は同じである。カン

トにあっては歴史哲学の核心を成すものは実に目

的論であった。目的論の立場から歴史における自

然と自由の意義を明らかにすることが，彼の歴史

哲学の大きな問題であった。『世界市民的見地に

おける一般史の構想』（1784）は，自然と自由との区

別のうちに歴史を位置づけることを主要な問題と

するものである。カントは，自然の世界を必然性

の世界と看なし，歴史の世界を自由の世界と看な

して，両者の相違を際立たせた。しかし，自然と

歴史との間に類比（Analogie）が全然成立しない

のであろうか。

　自然に内在する法則すなわち自然法則は未来の

自然現象に対して予言的性格を有する。歴史に関

しても予言的性格を有する法則が成り立つとすれ

ば，理念としての歴史を対象とする歴史哲学の構

想は必ずしも困難ではない。しかし，そのような

法則は歴史に対して許されるであろうか。もし自

然の世界と歴史の世界との間に端的に類比が成り

立つとすれば，もはや歴史の独自性は保持され得

ないであろう。歴史は単純に自然と比較され得な

い。それは何故であろうか。自然現象に関しては

未来が予測され得る。このことは，自然現象に規

則性があることを意味する。一般に規則性をもつ

ものの未来に関しては予言が可能である。人間の

行為が動物の行動のごとく単に自然に従うもので

あれば，それは規則性を有し，したがって未来に

関して予言が可能である。人間存在が単に身体的

存在であるならぽ，人間の行為は動物の行動との

類比において把握されるであろう。

　一方では人間は理性を有し，自由の主体であ

る。このような人間が織りなす歴史は，したがっ

て自然にみられるがごとき予言可能な性格をもた

ない。しかし，他方では人間が身体として存在す

ることも一つの事実である。身体は一つの自然で

ある。人間は精神的存在であると同時に自然的存

在である。それ故に人間の織りなす歴史は実に複

雑であり，一見，混沌としている。しかし，この

ような歴史にも目的がある，と目的論的歴史観は

いう。カントは歴史の目的を善と知恵に充ちた神

の目的のうちに認めた。カントの著作を渉猟すれ

ば，彼の哲学に目的論の考えがいかに浸透してい

るかが分るであろう。目的論の考えは『純粋理性

批判』（A．1781，B．1787）においてすらも認めら

れる（8）。しかし，何といっても目的論が成熟した

形で示されているのは，『判断力批判』（1790），と

りわけその付録「目的論的判断力の方法論」⑨にお

いてである。しかして付録の§83ならびに§84に

は目的論に基づく歴史哲学の思想が顕著にみられ
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る。

　ところで，カントの哲学の形成に大きな影響を

与えたニュートンにあっては自然は一つのメカニ

ズムであり，それはいわゆる目的因によって把握

されるものではなかった。ニュートンにあっては

自然は機械的因果関係（mechanical　causality）の

連鎖であった。もし，そうであれば，自然は自然

科学の対象にすぎない。ところが，カソトはこの

ことに満足しなかった。彼は『哲学における目的

論的原理の使用について』（1788）で自然の研究に

二つの方法があることを論証する。二つの方法と

は，理論的方法と目的論的方法のことである。前

者は物理学の方法であり，後者は形而上学の方法

である。しかしてカントにあっては自然が歴史哲

学との関連において問題にされる場合，それは形

而上学の対象であった。その限りにおいて，自然

は，機械論的原理よりもむしろ目的論的原理に従

うものとされた。もとよりカントにあっては機械

論的原理と目的論的原理とは矛盾するものではな

い。自然に関して目的論が成り立つように歴史に

関しても目的論が成り立つ。歴史の目的論は歴史

の形而上学である。歴史哲学は歴史の形而上学で

なければならない。

　先にわれわれは，カントにあっては理念として

の歴史は過去・現在・未来を包括するものである

といった。したがって理念としての歴史を対象と

する歴史哲学は過去・現在・未来に関りをもたな

ければならない。歴史哲学は先ず人間の歴史的範

疇の起源を窮め，次に，人間が自然の状態から文

化の状態へいかにして到達したかを明らかにしな

けれぽならない。更に歴史哲学は未来における人

間存在のあるべき姿を示さなければならない。カ

ントにあっては歴史哲学は一つの規範的性格を有

する。

　　　　　　　　　　〔3〕

　カントの歴史哲学では，未来をも包含する歴史

の発展過程は一体どのように把握されているので

あろうか。われわれは先ず歴史の発展過程の粗描

を試み，次にそれを敷桁することにしよう。

　（1）本能の段階

　　　人間は自然と一体である。’いな，人間その

　　ものが一つの自然である。人間は未来の可能

　　性の表象をもっていない。理性はいまだ覚醒

　　していない。人間が自然の状態である限り，

　　自然史はあっても，自覚した人間の歴史はい

　　まだ生成の緒についていない。

　（2）自由の萌芽の段階

　　　人間は今や自然的傾向や好みのみによって

　　は定義されない。人間の定義に更に自由の概

　　念がはいってくる。人間は今や自己自身に任

　　意に目的を立てる能力を有し，　自然の主

　　（Herr）である⑩。この段階では人間は一面に

　　おいて理性的であるが，他面において利己的

　　である。それ故に闘争の状態がみられる。し

　　かし，それは永続しない。

　（3）市民社会の段階

　　　法の秩序のもとにある市民社会が出現す

　　る。その最も典型的なものが国家である。人

　　間は未成年状態（Unmttndigkeit）’から脱出し

　　始める。学問と芸術が開花し，これらは人間

　　を感能的傾向の圧制から解放して，人間に理

　　性の主権を準備させる⑪。　この時代は啓蒙と

　　批判の時代である。カントの考えからすれ

　　ば，彼の生きた時代はまさにこの段階にあっ

　　た。

　（4）世界主i義的共和国の段階

　　　永久平和の兆しは国際連盟（V61kerbund）⑫

　　によって見出される。人間関係と国際関係は

　　総て法のもとにおかれるに至る。個人である

　　にせよ，集団であるにせよ，人間は他者に対

　　する脅威であってはならない。今や人間の規

　　定は法（Recht）の概念のみでは十分になされ

　　得ない。人間の規定には更に道徳の概念が必

　　要である。

　（5）道徳的世界共和国の段階

　　　ここで人類は初めて永久平和の時代にはい

　　る。いかなる人間も他者に対する脅威ではな

　　く，人間は総て目的そのものである。人類は

　　真に道徳的に統一される。道徳的世界共和国

　　とは目的の王国（das　Reich　der　Zwecke）の

　　ことである。目的の王国は一つの理念であ

　　る⑬。

　さて，歴史の起源は先ず自然に求められる。人

間は自然のうちに生きていた。人間を取り巻く自

然はもとよりのこと，更に人間の内なる自然に

も，人間はその生を享受していた。人間はまさに
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自然・野蛮の状態にあり，本能の奴隷であった⑭。

それでは，人間を自然・野蛮の状態から文化の状

態へ促したものは何であろうか。カントはこれを

人間の内的原理に求めた。この原理がすなわち

Antagonismus働である。　Antagonismusは元来，

人間各自の利己的要求から生じたものであるが，

カントはそれを目的論的に理解した。つまり，彼

にあってはAntagonismusは自然の目的論的な計

画に対応するものと看なされ，歴史の推進力は

Antagonismusに求められた。カントによれば自

然はAntagonismusの状態を通じて人間に秩序を

確立させようとするのである。Antagonismusが

単なるAntagonismusに終るのであれぽ，それは

人間にとって誠に悲しむべき状態である。自然

は，それを，平和を求めてのAntagonismusであ

るように計画した。カントは，自然の機械的過程

の中に，人間の不和を通じて和合を実現させよう

とする合目的性を認めた⑱。Antagonismusは，一

見，非社交的（ungesellig）であるが，実はその深

き根底で社交性（Geselligkeit）を求めている。結

局，Antagonismusは人間の非社交的社交性（die

皿gesellige　Geselligkeit　der　Menschen）にほかな

らないen。

　およそ自然からの脱出，つまり文化は非社交的

社交性の所産であるが，社会的秩序は勝れて非社

交的社交性の所産である。社会的秩序は現実には

市民社会に認められる。ところで，現実の世界で

はいかに文化が進歩しても，それは必ずしも道徳

的進歩を意味するものではない⑱。文化的進歩は

道徳的進歩へ高揚しなければならないが，このこ

とはそれほど容易ではない。人間は自然の状態か

ら一挙に道徳の状態へ進むものではない。市民社

会の秩序は必ずしも全き和合を意味するものでは

ない。適法性（Legalitat）を内的原理とする市民

社会では成員は相互に常に対立している。市民社

会の典型である国家も同様に相互に対立の関係に

ある。このような対立が未来にわたって持続する

のであれば，人類の歴史は破滅に終る。適法性と

いう原理に基づくだけでは，人間は，人類として

統一的な世界市民（Weltbttrger）であることはで

きない。ここに道徳性（Moralitat＞が要請される

ゆえんがある。

　一ところで，一方ではAntagonis皿usは人類の進

歩の原動力であるが，他方ではAntagonismusの

永続は人類の完全なる発展を妨げるものであり，

したがって人類の完全なる発展にはAntagonismus

の廃棄が必然的に要求される。ここにわれわれは

Antagonismusの二律背反的性格を認めざるを得

ない。それでは，Antagonismusの働きを抑止す

るものは何であろうか。われわれはこれを理性に

求めざるを得ないであろう。惟うにAntagonismus

はほかならぬ人間の自然のことであり，この自然

に対する理性の働きこそが人類に輝かしい未来を

約束するものであろう。自由を自己の本質とする

理性は実践的である。実践理性は道徳性の源泉で

ある。

　人類は適法性に加えて道徳性を生存の内的原理

としなければならない。適法性と道徳性は究極的

には統一されるべきものである。カントの生きた

時代には両者はいまだ統一されていなかったであ

ろう。彼は来たるべき時代における両者の統一を

心に描いていた。従来のカント解釈では道徳性に

のみ重点がおかれ，適法性には消極的な意味しか

与えられなかったが，適法性はカンFの歴史哲学

ではすこぶる重要な意味をもつものである。人類

は歴史において適法性の段階を必然的に通過す

る。カントの考えからすれば，適法性と道徳性と

の統一は国際連盟においてその端緒が現れるので

ある。過去においては人類は文化の状態を目ざし

て自然の状態から進歩してきた。人類は文化の状

態から更に道徳の状態を目ざして進歩すべく運命

づけられている。カントにあっては，未来に向っ

ての，人類の進歩は必然的なこととされている。

このことは『啓蒙とは何か』ag）（1784）に明白に現

れている。

　さて，目的論の立場からすれば，いかなる歴史

も自己に固有の目的を有する。われわれが問題に

する歴史は人類自身の歴史であり，歴史の主体は

人類である。人類がいかなる歴史をもつかは，人

類が歴史にいかなる目的をおくかにかかってい

る。人類の歴史は人類の決断にかかっている。も

とより決断は未来に関するものである。ところ

が，人類の行為をめぐって未来を予知すること

は，およそ経験的人間の立場では，不可能であろ

う。それは経験的人間の立場を超えている。それ

を敢て予知することは，摂理（Vorsehung）の観
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点からのみ許される。しかし，人間の自由なる行

為は神にすらも背き得る行為である。このような

自由なる行為を摂理の観点から説明することは果

して妥当であろうか。人間の自由なる行為と神の

摂理とは矛盾しないであろうか。カントにあって

は両者は矛盾しない。両者の関係は専ら弁神論の

問題である。カントの歴史哲学は弁神論と深い関

りを有する。人間の自由なる行為も絶対に無限な

る神の意図のうちにある。カントがいう「自然の

隠微な計画」（ein　verborgener　Plan　der　Na．

tur）⑳も実は神の意図のことであり，それはまた

神の「深きにひそむ知恵」（tiefliegende　Weis．

heit）eoである。

　先にも触れたごとくカントの歴史哲学は単に過

去の事実を問題にするものではない。それは更

に，現在はもとよりのこと，未来をも包括するも

のである。未来は，いまだ来たらざるものである

が故に，経験の対象ではない。未来をも包括する

歴史哲学は経験的な意味における学問ではない。

　カントにあっては歴史の進歩は「自然の克服」

ならびに「自由の意識」における進歩にほかなら

ない。それ故に歴史哲学は自由の歴史を論ずるも

のでなくてはならない。自由の本質は実践にあ

り，したがって歴史哲学は一つの実践哲学であ

る。自由は実践理性の核心をなすものである。そ

れ故に，自由の発展過程が歴史であるとするなら

ば，歴史はまた理性の自己展開の過程でもある。

この点において，われわれはカントとヘーゲルと

の共通点を見出すことができる。カントは歴史を

自然的過程よりも，むしろ適法性と道徳性の過程

のうちにみた。しかし，惟うに人間は，元来，自

然であった。したがって，人間の歴史を自由の発

展過程と考える場合，それはまた自然の否定の歴

史でもある。人間は自然からの自由のために自然

と戦い，新しい因果系列の創始者になろうとす

る。理性の働きは，およそ自然といわれるものか

らの解放を意味する。理性は，何よりも先ず，人間

が有する総ての力の使用の規則ならびに意図をし

て自然本能の領域を超えせしむる能力であるOP。

自由の本性は自律にある。

〔4〕

それでは，自由をめぐって歴史はいかに展開す

るであろうか。カントは歴史の発展を目的論の立

場から考察する。もとより目的論の原理は反省的

判断力の原理である。われわれに目的論が許され

るのは，自由の実在性と理性の実践的関心からな

のである。しかして道徳性と未来の歴史とは不可

分の関係にある。永久平和の国である目的の王国

の理念も道徳的意味ならびに目的論的意味をも

つものである。それはわれわれの行為の手引き

（Leifaden）である。「このようにして歴史はわれ

われによって道徳性に資するものにされなければ

ならず，しかして，当然の帰結として，歴史哲学

は究極的分析において倫理学に資するものにされ

なければならない倒。」

　ところで，人間はその始原において自然であっ

た。この段階では人間はいまだ自己の何たるかを

意識せざるものであった。それはまさに生の直接

態すなわち生の即自態であった。しかし，一旦，

人間に自己意識が覚醒すると，人間は自然の囚縛

から脱し，自由であろうとする。換言すれば，自

然的生の人間すなわち即自態の人間の自己否定が

行われるのである。このようにして今や人間は対

自態として現れる。人間の自由は文化として実現

され，歴史の過程において次第に自己をあらわに

する。それ故に自由や文化を論ずる場合，歴史を

無視するわけにはいかない。カントにあっては広

義の文化はおよそ自然ならざるものであり，自然

の否定態である。したがって文化と自然は相容れ

ないものである。しかし，文化は，それが自然の

否定態であるという意味で，その根源においては

自然に接続している。結局，カソトにあっては自

然と文化は対立していながら，或る意味では連続

している。歴史の進歩に断絶や飛躍はない。学問

や芸術は文化の顕著な形態であるが，文化はその

他さまざまな姿で現れる。それがために歴史はま

た多様性に富んだ展開をみせるのである。

　歴史にみられる多様性はまた理性の自己展開の

多様性でもある。理性の所業は混沌ではなく，秩

序である。したがって歴史にみられる多様性には

自ずと秩序がある。歴史の目ざすところは究極的

には一つである。このことは，歴史の主体である

人類の究極目的（Endzweck）が一つであることを

意味する。いうまでもなく人類の究極目的は道徳

的共和国の創造にある。カントは自然の目的論を
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樹立したが，それとの類比において道徳の領域に

も目的論を認めた。自然の目的論は反省的判断力

の関心事である。しかるに，道徳の目的論は，一

方において，それが目的論であるが故に反省的判

断力の関心事であり，他方において，それが道徳

に関りをもつが故に実践理性の関心事である。そ

れ故にカントの歴史哲学は批判哲学の枠外にある

ものではない。歴史哲学は批判哲学の体系におけ

る原理を歴史に適用し，過去・現在の理解はもち

ろんのこと，更に未来の洞察を行い，もって歴史

を一つのまとまりある全体として把握しようとす

るものである。一見，混沌とした歴史事象にも法

則が適用されるとするがごときは，批判哲学の応

用面の一つである。「形而上学的見地において意

志の自由がどのように理解されようとも，人間の

行為である意志の現象は，自然における他の総て

の出来事と全く同様に，普遍的自然法則によって

規定されている。倒」

　自由意志は例えば結婚や結婚に由来する出生

率・死亡率に影響を及ぼすから，これらを予め算定

することを可能ならしむる規則は皆無であるよう

に思われる。しかし，統計的には，それらが一定

の自然法則に従っていることが立証される田。つ

まり，結婚・出生・死亡は個々の場合には予測不

可能であるが，全体としては一定の法則に従って

いるのである。このような事態は，カントの立場か

らすれば，歴史における自然の計画ともいえるも

のである。自由と自然法則は矛盾するものではな

い。　しかして歴史における自然の計画は究極的に

は全知全能なる世界創造者の意図の現れである。

　しかしながら，歴史にみられる秩序に目的論的

な考えを導入することは，歴史に関するわれわれ

の経験的認識を増大せしむるものではない。それ

は歴史に対するわれわれのあり方に関りをもつも

のである。歴史における目的論的概念は統制的原

理であり，それ故にそれはわれわれの経験的認識

に関りをもつものではない。目的論的概念は経験

の世界においてわれわれの認識を拡張するもので

はないが，われわれに未来の歴史への展望を可能

ならしむるものである。しばしば触れたごとくカ

ソトの歴史哲学は未来をも包括するものである。

カントが歴史哲学で問題にする道徳の目的論は，

まさに人類の未来の行為に関りをもつものであ

る。いうまでもなく人類の行為が目ざすところは

目的の王国の実現にある。目的の王国は神の意図

であり，歴史におけるその実現は神の「深きにひ

そむ知恵」閥によるのである。「そこ（目的論）で

は，目的の王国は理論的理念であり，現にそこに

存在するところのものを説明するためのものであ

る。ここ（道徳学）では，それは実践的理念であ

り，現にそこに存在はしないが，われわれの行為

によって現実化され得るところのものを，しかも

まさにこの理念に従って成就させるためのもので

あるan。」道徳学の立場からすれぽ，目的の王国は

われわれの行為の手引きであり，まさに，われわ

れの行為に関する統制的原理である。

　カントの歴史哲学では人類が究極目的として未

来に描く目的の王国はまさに道徳的共和国であ

る。倫理学では目的の王国なる理念が未来に掲げ

られ，人間の行為はこの理念の実現に向わねばな

らないものとして示されるが，歴史哲学では目的

の王国は自然の計画つまり神の摂理によって保証

されたものとして示される。倫理学は歴史哲学に

よって自己の内容を豊かにし，歴史哲学は倫理学

によって自己の存在理由を明らかにする。両者は

相補う関係にある。ところで，人類共通の願いは

最高善の実現にあり，最高善はほかならぬ徳と幸

福との一致にある。人類の崇高な理念である最高

善は歴史において実現されなければならない。カ

ントにあっては神の存在は道徳的共和国の建設の

ための必然的要請であり，それはまた最高善の実

現のための必然的要請でもある。しかして道徳的

共和国の建設は自然の計画であり，また同時に道

徳的命法（der　moralische　Imperativ）でもある。

道徳的命法からすれば，道徳的共和国すなわち目

的の王国は，神が人類に運命づけたものである。

　目的の王国の成員は自然的存在であってはなら

ない。彼らは理性的存在でなければならない。理

性的存在にして初めて自由と道徳が期待できるの

である。しかし，自由や道徳は一挙に実現される

ものではない。それには歴史の長い過程を必要と

する。人類の歴史は，これを全体として考察すれ

ば，自然が自己の計画を遂行する過程と看なされ

る㈱。歴史哲学は，このような過程において人間

がいかにして自然の状態から自由と道徳の状態へ

移行するかを示すものである。ところが，自然と
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自由とは対立し，現象（自然）界の目的と道徳界

の目的とは本来区別されるべきものである。実際

カントは二つの観点から人間を考察する。一方に

おいて人間は現象界に属する存在と看なされる。

この場合に人間の行為は自然法則に支配されてい

る。つまり意志は他律的である。他方において人

間は可想界に属する存在と看なされる。この場合

に人間は自由の主体であり，意志は自律的であ

る。カントにあっては人間に関して二元論が成り

立つ。だが，果してこれはカントの真意であるだ

ろうか。二つの世界を結ぶ媒体がないのであろう

か。

　カントの哲学ではしばしば適法性と道徳性が問

題になるが，彼がこの適法性に対応する人間を考

えていたことは確かである。私はこれを適法的人

間（der　Iegale　Mensch）と名づけることにする。

カントにあっては世界は自然界・適法界・道徳界

という三重の構造を有し，適法界が自然界と道徳

界とを結合する媒体である。世界のこのような三

重の構造は実は人間の三重の構造一自然的人

間・適法的人間・道徳的人間一に対応するもの

である。しかして歴史において人類が目的自体と

看なすものは，自然界でもなければ適法界でも

ない。それはまさに道徳界である。

〔5〕

　自然の連鎖という点からすれば，人間は自然の

最終目的（der　letzte　Zweck　der　Natur）である

が，このような人間は創造の究極目的（der　End－

zweck　der　Schδpfung）でeまないos。人間は自然

的存在から文化的存在へ発展する。自然から文化

への発展，これがまさに歴史の過程である。しか

して文化の究極的段階において人間は完全性に達

する。この完全性はアリストテレスにおけるエン

テレケイアに相当するものであろう。それはまさ

に目的自体（一究極目的）であり，いわば純粋形

相である。このようにして，結局，人類をめぐっ

ての，自然の目的は文化にあるといえるであろ

う。すでに明らかであろうが，カントにあっては

もとより文化は一義的ではない。文化自身も発展

の歴史を有する。文化の発展史は同時に人類の発

展史でもある。人類の歴史においては文化は何よ

りも先ず練達の文化（die　Kultur　der　Geschick．

1ichkeit）enである。

　練達の文化は市民社会において実現される。市

民社会の典型は国家に求められる。国家の原理は

法である。練達の文化は法と国家において開花す

る。国家において人間を相互に結合する原理は適

法性である。単なる国家の段階においては人間は

いまだ人類ではない。それはせいぜい民族でしか

ない。国家において実現される法は，確かに文化

の一形態ではあるが，人間に固有の道徳的価値を

実現するものではない。カソトにとっては国家は

人間の最終目的ではなくして，人間における，そし

て人間にとっての自然の最終目的にすぎないBD。

市民社会としての国家の創造は紛れもなく文化の

一つの段階ではあるが，人間が有する目的の最終

の段階ではない。国家は全人類を包括し得ない。

実際，カソトにとっては国家は人間の人倫的意志

の創造物ではなくして，人間の利己的意志の創造

物にすぎないen。それ故に国家は人間の究極目的

とはなり得ない。

　端的にいえば，国家は利己的傾向性の統一体で

ある。個人が個人に対してAntagonismusという

関係にあるように，国家は国家に対してAntago・

nismus　という関係にある。それ故に国家間の対

立を緩和し，国家間に働く力を均衡の状態にもた

らすものが要請される。カントはこれを国際連盟

と国際法（V61kerrecht）に求めた。国際連盟にお

いて人間は初めて個と普遍の統一体として，歴史

に参与するのである。今や国際連盟の精神は単な

る適法性であってはならない。国際法の理念は適

法性と道徳性との一致に求められなければならな

い。法の深き根底には自由と自由に基づく道徳と

が存在しなければならないであろう。カントにあ

っては自由は歴史哲学の中心概念であり，歴史哲

学はこの自由をめぐって展開される。歴史の領域

を自然の領域から分つものは実に自由の概念にほ

かならない。

　カントによれば，国際法が実効あるものにさ

れ，更に世界平和の実現が可能性のある目標にさ

れるには，いずれの国家も自己の意志を一つの共

通の世界政府へ統合する義務がある。ところが，

いかなる国家も国家として独立性を主張する。確

かに国家の独立性は認められなければならない。
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しかし，それがために各国家の意志の，世界政府

への統合が不可能であるとすれば，国際法が目標

とする永久平和は単なる理念に終るであろう。国

家は主権を保持しながら，世界政府へ自己の意志

を統合しなければならない。また，国家の成員は

同時に世界市民でなければならない。

　すでに論じたように練達の文化は市民社会であ

る国家において開花する。今やそれは国際連盟に

おいて結実する。しかし，文化は練達の文化に終

るものではない。確かに国際連盟においては適法

性と道徳性との一致が理想として追求され，平和

は保たれ得るかも知れないが，現実にそこで支配

的である原理はなお適法性である。したがって平

和は適法性に基づく力の均衡の上に成り立つもの

である。そこには常に一抹の不安がある。人類が

真に永久平和の状態に到達するには，人類は道徳

性を共同体の基調としなければならない。道徳性

は共同体を貫く最高原理とならなければならな

い。国際法は適法性と道徳性との一致を理想とし

ているが，それが法である限り，それによって保

証される自由は単なる外的自由eeである。外的自

由は適法界における人間の自由である。それは見

せかけの自由である。もとよりカントにあっては

このような自由が究極的自由でもなければ，適法

界が唯一の世界でもない。適法界と並んで，いな，

それを超えて道徳界が存在する。道徳界における

人間は可想体（Noumenon）としての人間である。

　自然の状態から国家へ，国家から国際連盟への

移行は確かに一つの進歩である。しかし，法の進

歩は直ちに道徳の進歩を意味するものではない。

人類は，永久平和と最高善を願うのであれば，国際

連盟の段階から道徳的世界共和国の段階へと歩ま

なければならない。道徳的世界共和国こそカソト

の倫理学の核心をなす目的の王国である。自然的，

合法的世界（die　natUrliche，　gesetzmaBige　Welt）

は道徳界の前壁（Vorwand）としてのみ現れ，し

たがって社会・国家・国家連合（Staatenbund）

はそれ自身目的ではなくして，その本質は道徳的

生との関連においてのみ見出されるgn。人類が道

徳的生を享受し得るのは目的の王国においてであ

る。ここでは適法性と道徳性との完全な一致がみ

られる。適法性はすなわち道徳性である。このこ

とは，目的の王国においては適法性がもはや問題

になり得ないことを意味する。目的の王国は全き

道徳性の王国である。それは「普遍的な世界市民

的状態」（ein　allgemeiner　weltbUrgerlicher

Zustand）eeをなすものであり，これがほかなら

ぬ歴史の究極目的である。しかして歴史の究極目

的は，目的であるが故に，総ての個人と世代なら

びにあらゆる時代の課題である。

　目的の王国は倫理的共同体であり，道徳法則の

支配する世界共和国である。目的の王国はあるい

はプラトンの理想国家に比せられるかも知れな

い。しかし，カントにとってはそれは単なる夢想

ではなく，人類が目ざす規範的な共同体である。

目的の王国にあっては人間は相互に目的自体とし

て行為する理性的存在者である。目的の王国はま

さに道徳的秩序そのものである。このような秩序

は一つの理念であるだろう。それは，理念であるが

故に，なお一層価値を有する。理念は，人類が歴

史の長い過程において実践すべきものである。し

たがってそれは人類の歴史的実践の統制的原理で

もある。「今や目的のこの王国においては，義務，

すなわち普遍的立法の創始者としての理性的存在

者の客観的原則に従える実践的必然性は何ら感

情，衝動，傾向性に基づくことなく，ひとえに理

性的存在者の相互関係に基づくのであり，この関

係においては，理性的存在者各自の意志は常に同

時に立法的と看なされなければならない㈱。」

　目的の王国においては，成員各自の行為の格率

（Maxime）は常に同時に普遍的立法の原理として

妥当し，成員は相互に目的そのものである。単な

る市民社会にあっては人間は市民社会を構成する

一員（Glied）であり，必ずしも支配者（Haupt）

ではない。しかるに，普遍的な世界市民社会にあ

っては人間はその社会の一員であると同時に支配

者である。このような社会にあっては人間は個と

しての独立性と尊厳性を有しながら類に関与す

る。人間は今や人類として歴史に参与する。目的

の王国の成員は道徳法則に服しているが，立法者

は実は成員自身なのである。道徳法則は自己のう

ちに自己の目的を有する意志に由来する。意志は

自律的である。自律はまさに自由の本質をなすも

のである。

　人間は目的の王国においては人類という統一体

を構成しながら，なお独立の人格として絶対的究

一28一



極目的の価値を有する。目的の王国の成員が世界

市民的自覚のもとにこの究極目的を実現する過

程，これがすなわち歴史である。究極目的は帰す

るところ人格の尊厳であり，それは自由を前提と

してのみ実現される。人格の尊厳は目的の王国に

おいては道徳性として現れる。カントの目的論的

な考えによれば自然の最終目的は文化である。彼

にあっては文化は多義的であり，広義の場合，そ

れは極めて包括的な概念である。すでに述べたご

とく文化は先ず練達の文化である。練達の文化は

とりわけ法と国家において実現される。法と国家

は文化のいわば外的な現れである。文化は次に道

徳性の文化であるen。道徳性の文化は国際法と国

際連盟に萌芽をもち，目的の王国において開花・

結実する。道徳性は文化の内的な現れである。

　目的の王国の自由は道徳的自由であり，それは

理性的存在者における意志の自律にほかならな

い。目的の王国においては成員は理性的存在者と

してそれぞれ主権を有し，その道徳的憲法は自ず

から共和的（republikanisch）であるだろう。この

憲法のもとで総ての法が道徳化される。したがっ

て適法性はもはや問題になり得ない。目的の王国

は道徳性の王国である。目的の王国においては成

員は人格性（Pers6nlichkeit）の所有者として総て

平等であり，平等の立場で人類の歴史に参与し得

るのである。このようにしてのみ人類は永久平和

を享受し，やがては最高善を実現することができ

るであろう。

〔6〕

　以上で，われわれはカントの歴史哲学を論じた

が，結局，カントは人類の歴史を自然から文化へ

の発展過程と看なした。人類は歴史の始原におい

て自然であったが，この自然は単なる動物性では

なくして未開状態を意味するものであった。単な

る動物性はいかにしても文化へ進展することがで

きない。未開状態としての自然のみが文化へ進展

し得るのである。しかも人類が文化を形成するの

は単なる個においてではなく，むしろ類において

である㈱。　しかして文化の形成過程がすなわち人

類の歴史である。文化は自由を前提としてのみ可

能なものであり，結局，人類史は文化の発展過程

であると同時に自由の展開過程でもある。更にま

た，カントにあっては自由は理性と表裏一体の関

係にあり，彼の歴史観は人間の理性に対する絶大

なる信頼の上に築かれている。人間の理性を信頼

するという点において，カソトの歴史哲学は啓蒙

主義の歴史哲学と軌を一にする。

　ところで，目的の王国において歴史が完結する

とすれば，このことは歴史の終末を意味するであ

ろう。歴史の終末は歴史の目的の実現を意味する

ものである。しかし，このような終末は一つの理

念である。われわれは歴史の完結を歴史のうちで

みることができない。歴史の完結は歴史を超えた

立場においてのみ意味を有する。したがって歴史

の終末なる理念はわれわれにとって何ら認識論的

価値をもたない。それは実践的価値のみを有す

る。カントにあっては歴史哲学は一つの形而上学

であり，歴史哲学の問題は，結局，道徳哲学の問

題に帰着する。カントの歴史哲学は究極的には道

徳的目的論の性格を有する。それ故に彼の歴史哲

学は単なる歴史哲学ではく，歴史哲学を超える契

機を内含するものである。

　いうまでもなく歴史哲学は歴史学と性格を異に

する。歴史学は所与からの認識（cognitio　ex　da－

tl：s）であるが，歴史哲学は原理からの認識（cog・

nitio　ex　Principiis）であるau。カソトの場合，

この原理はもちろん目的論的原理である。それ故

に歴史哲学における認識は全く先天的な認識であ

って，いわゆる経験的認識ではない。カントの歴

史研究は経験に基づく実証的な学問ではない。彼

の歴史研究はあくまでも歴史哲学つまり歴史の形

而上学であり，それ故に所与に内在する歴史的因

果関係に必ずしも深い洞察を示していない。この

点において，彼はヘーゲルとは大いに異なるとこ

ろがある。しかし，理性や自由を歴史性において

把握する点では，カントはへ一ゲルに通ずるもの

がある。もとより両者は歴史性の徹底において相

違する。違いはあるにせよ，理性や自由に歴史性

を認めるという点を考慮するならば，カントの歴

史哲学は批判哲学の体系を構成する一契機である

と同時に批判哲学を超える可能性を有するものと

認められなければならないであろう。

　　　　　　　　　　　（1977年9月7日完）
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